
・施設系サービスでは訓練（シミュレーション）の実施が、その他全サービスでは、
感染症対策委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）
の実施が義務づけられましたので、令和6年3月31日までに、体制の構築や指
針の作成など、計画的に整備を進めてください。



・感染対策担当者を定めたうえで、委員は有識者を含めた幅広い職種で構成し、おお
むね6月に1回以上（施設系サービスは3月に1回以上）の定期的な開催と、その結果に

ついて従業者への周知徹底を図ってください。※開催時期については、各サービスに
よって異なるため条例を確認してください。

・委員会は他のサービス事業者と連携して行うことや、事業所内で他の会議体と一体
的に運営することも可能となっていますので、各事業所の組織形態に合わせた対応を
してください。



・感染症対策の指針は、平常時と発生時それぞれについて、厚生労働省の手引きを参
考に、対応や連絡体制などの必要事項を盛り込んで作成してください。



・研修・訓練ともに事業所の指針に基づいた内容で年１回以上（施設系サービスは年2

回以上）実施し、その実施内容については必ず記録してください。

※研修及び訓練の開催時期については、各サービスごとに異なるため、条例を確認
してください。
また、新規採用の従業者に対しては、忘れずに随時実施してください。

・研修及び訓練は、厚生労働省の研修教材を参考に、基礎的なことはもちろんのこと、
感染症対策力の向上を目指し、毎回工夫をこらした内容で実施してください。


